
 

 

別表（第４条関係）                      （平成３０年４月１日現在） 

行為の内容 行政処分基準 

１ 法第２５条に該当する行為 

 (1) 無許可営業 

  ・第7条第1項 一般廃棄物収集運搬業許可 

  ・同条第6項 一般廃棄物処分業許可 

  ・第14条第1項 産業廃棄物収集運搬業許可 

  ・同条第6項 産業廃棄物処分業許可 

  ・第14条の4第1項 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 

  ・同条第6項 特別管理産業廃棄物処分業許可 

許可取消し 

 

 

 

 

 

 

 (2) 不正手段による営業許可取得 

  ・第7条第1項 一般廃棄物収集運搬業許可 

  （同条第2項更新含む。） 

  ・同条第6項 一般廃棄物処分業許可 

  （同条第7項更新含む。） 

  ・第14条第1項 産業廃棄物収集運搬業許可 

  （同条第2項更新含む。） 

  ・同条第6項 産業廃棄物処分業許可 

  （同条第7項更新含む。） 

  ・第14条の4第1項 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 

  （同条第2項更新含む。） 

  ・同条第6項 特別管理産業廃棄物処分業許可 

  （同条第7項更新含む。） 

許可取消し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 無許可事業範囲変更 

  ・第7条の2第1項 一般廃棄物収集運搬業・処分業許可 

  ・第14条の2第1項 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可 

  ・第14条の5第1項 特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業許可 

許可取消し 

 

 

 

 (4) 不正手段による事業範囲変更許可取得 

  ・第7条の2第1項 一般廃棄物収集運搬業・処分業許可 

  ・第14条の2第1項 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可 

  ・第14条の5第1項 特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業許可 

許可取消し 

 

 

 (5) 事業停止命令違反・措置命令違反 

  ・第7条の3 一般廃棄物収集運搬業・処分業 

  ・第14条の3 産業廃棄物収集運搬業・処分業 

  （第14条の6準用 特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業） 

  ・第19条の4第1項 一般廃棄物の処分者等に係る措置命令 

  ・第19条の4の2第1項 一般廃棄物の認定業者に係る措置命令 

  ・第19条の5第1項 産業廃棄物の処分者等に係る措置命令 

  （第17条の2第3項準用 有害使用済機器の保管又は処分） 

  ・第19条の6第1項 産業廃棄物の排出事業者等に係る措置命令 

許可取消し 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (6) 委託基準違反 

  ・第6条の2第6項 一般廃棄物の処分の委託 

  ・第12条第5項 産業廃棄物の処分の委託 

  ・第12条の2第5項 特別管理産業廃棄物の処分の委託 

許可取消し 

 

 

 

 (7) 名義貸しの禁止違反 

  ・第7条の5 一般廃棄物収集運搬業・処分業 

  ・第14条の3の3 産業廃棄物収集運搬業・処分業 

  ・第14条の7 特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業 

許可取消し 

 

 

 

 (8) 施設無許可設置 

  ・第8条第1項 一般廃棄物処理施設設置許可 

  ・第15条第1項 産業廃棄物処理施設設置許可 

許可取消し 

 

 

 (9) 不正手段による施設設置許可取得 

  ・第8条第1項 一般廃棄物処理施設設置許可 

  ・第15条第1項 産業廃棄物処理施設設置許可 

許可取消し 

 

 

 (10) 施設無許可変更 

  ・第9条第1項 一般廃棄物処理施設設置許可 

  ・第15条の2の6第１項 産業廃棄物処理施設設置許可 

許可取消し 

 

 

 (11) 不正手段による施設変更許可取得 

  ・第9条第1項 一般廃棄物処理施設設置許可 

  ・第15条の2の6第1項 産業廃棄物処理施設設置許可 

許可取消し 

 

 

 (12) 無確認輸出 

  ・第10条第1項 一般廃棄物の無確認輸出の禁止 

  （第15条の4の7第1項準用 産業廃棄物） 

許可取消し 

 

 

 (13) 受託禁止違反 

  ・第14条第15項 産業廃棄物の収集運搬・処分の受託禁止 

  ・第14条の4第15項 特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分の受託禁止 

許可取消し 

 

 

 (14) 不法投棄 

  ・第16条 不法投棄禁止 

許可取消し 

 

 (15) 不法焼却 

  ・第16条の2 不法焼却禁止 

許可取消し 

 

 (16) 指定有害廃棄物の処理禁止違反 

  ・第16条の3 指定有害廃棄物の保管・収集運搬・処分禁止 

許可取消し 

 

２ 第２５条第２項に該当する行為 

  ・第25条1項12号 無確認輸出未遂 

  ・第10条第1項 一般廃棄物の無確認輸出の禁止 

  （第15条の4の7第1項準用 産業廃棄物） 

  ・第25条1項第14号 不法投棄未遂 

  ・第16条 不法投棄禁止 

  ・第25条1項第15号 不法焼却未遂 

  ・第16条の2 不法焼却禁止 

許可取消し 

 

 

 

３ 第２６条に該当する行為 



 

 

 (1) 委託基準違反・再委託禁止違反 

  ・第6条の2第7項 一般廃棄物の運搬、処分の委託基準 

  ・第7条14項 一般廃棄物の収集運搬、処分の再委託 

  ・第12条6項 産業廃棄物の運搬、処分の委託 

  ・第12条の2第6項 特別管理産業廃棄物の委託基準 

  ・第14条第16項 産業廃棄物の収集運搬、処分の再委託 

  ・第14条の4第16項 特別管理産業廃棄物の収集運搬、処分の再委託 

許可取消し 

 

 

 

 

 

 

 (2) 施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反、措置命令違反 

  ・第9条の2 一般廃棄物処理施設の改善命令・使用停止命令 

  ・第15条の2の7 産業廃棄物処理施設の改善命令・使用停止命令 

  ・第 19 条の 3 一般廃棄物・産業廃棄物の保管、収集運搬、処分等改善命

令 

  （第17条の2第3項準用 有害使用済機器の保管、収集運搬又は処分） 

  ・第19条の10第1項 一般廃棄物の保管に係る措置命令 

  ・第19条の10第2項 産業廃棄物の保管に係る措置命令 

許可取消し 

 

 

 

 (3) 施設無許可譲受け・無許可借受け 

  ・第9条の5第1項 一般廃棄物処理施設の譲受け・借受け 

  （第15条の4準用 産業廃棄物処理施設の譲受け・借受け） 

許可取消し 

 

 

 (4) 無許可輸入 

  ・第15条の4の5第1項 廃棄物の輸入 

許可取消し 

 

 (5) 輸入許可条件違反 

  ・第15条の4の5第4項 廃棄物の輸入に係る条件 

許可取消し 

 

 (6) 不法投棄・不法焼却目的収集運搬 

  ・第25条第1項第14号又は第15号の罪 不法投棄・不法焼却の目的 

許可取消し 

 

４ 第２７条に該当する行為 

  ・無確認輸出予備 

  ・第25条第1項第12号の罪 一般廃棄物・産業廃棄物の輸出 

許可取消し 

 

５ 第２７条の２に該当する行為 

 (1) 管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載 

  ・第12条の3第1項 管理票交付等義務 

  （第15条の4の7第2項準用 産業廃棄物の輸出者） 

停止９０日 

 

 

 (2) 管理票写し送付義務違反・記載事項違反・虚偽記載 

  ・第12条の3第3項前段 運搬受託者の管理票写し送付義務 

停止９０日 

 

 (3) 管理票回付義務違反 

  ・第12条の3第3項後段 運搬受託者の処分業者への管理票回付義務 

停止９０日 

 

 (4) 管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載 

  ・第12条の3第4項 処分受託者の写し送付義務 

  ・第12条の3第5項 処分受託者の最終処分終了後の写し送付義務 

  ・第12条の5第6項 電子管理票における最終処分終了後の写し送付義務 

停止９０日 

 

 

 



 

 

 (5) 管理票・同写し保存義務違反 

  ・第12条の3第2項 管理票交付者（交付時） 

  ・第12条の3第6項 管理票交付者（写し収受後） 

  ・第12条の3第9項 運搬受託者（写し収受・送付後） 

  ・第12条の3第10項 処分受託者（写し送付後） 

停止９０日 

 

 

 (6) 虚偽の管理票交付 

  ・第12条の4第1項 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業  

   廃棄物収集運搬業者・処分業者 

停止９０日 

 (7) 引受禁止違反 

  ・第12条の4第2項 管理票未交付時の産業廃棄物の引受け 

停止９０日 

 (8) 虚偽管理票写し送付・虚偽報告 

  ・第12条の4第3項 運搬受託者・処分受託者の処理未終了時の報告 

  ・第12条の4第4項 処分受託者の最終処分未終了時の報告 

停止９０日 

 (9) 電子管理票虚偽登録 

  ・第12条の5第1項 事業者の電子管理票の登録 

  ・第12条の5第2項 運搬受託者・処分受託者の電子管理票の報告 

  （第15条の4の7第2項準用 国外廃棄物の輸入者） 

停止９０日 

 (10) 電子管理票報告義務違反・虚偽通知 

  ・第12条の5第3項 運搬受託者・処分受託者の報告義務 

  ・第12条の5第4項 処分受託者の最終処分終了後の報告義務 

停止９０日 

 (11) 管理票に係る勧告の措置命令違反 

  ・第12条の6第3項 管理票に係る措置命令 

停止９０日 

６ 第２８条に該当する行為 

  ・土地形質変更の計画変更命令・措置命令違反 

  ・第15条の19第4項 土地形質変更の届出に係る計画変更命令 

  ・第19条の11第1項 土地形質変更に係る措置命令 

停止９０日 

７ 第２９条に該当する行為 

 (1) 非常災害時施設設置届出義務・保管届出義務違反 

  ・第9条の3の3第1項 非常災害時の一般廃棄物処理施設の設置の届出 

  （第9条の3第8項準用 非常災害時の一般廃棄物処理施設の変更の届出）  

  ・第12条第3項 産業廃棄物の事業場外保管・変更の届出 

  ・第12条の2第3項 特別管理産業廃棄物の事業場外保管・変更の届出 

停止３０日 

 (2) 施設使用前検査受検義務違反 

  ・第8条の2第5項 一般廃棄物処理施設設置許可 

  （第9条第2項準用 一般廃棄物処理施設変更許可） 

  ・第15条の2第5項 産業廃棄物処理施設設置許可 

  （第15条の2の6第2項準用 産業廃棄物処理施設変更許可） 

停止６０日 

 

 

 

 

 (3) 計画変更廃止命令・施設改善停止命令違反 

  ・第9条の3の3第3項準用第9条の 3第 3項 非常災害時の一般廃棄物処  

   理施設の設置届出の計画変更・廃止命令 

   (第9条の3第9項準用 非常災害時の一般廃棄物処理施設の変更届出の 

停止３０日 

 

 

 



 

 

   計画変更・廃止命令 

  ・第9条の3の3第3項準用第9条の 3第 10項 非常災害時の一般廃棄物 

   処理施設の改善・使用停止命令 

停止３０日 

 (4) 処理困難通知義務違反・虚偽通知 

  ・第14条第13項 産業廃棄物の処理困難時の通知 

  ・第14条の2第4項 事業廃止に係る未処理産業廃棄物の処理困難通知 

  ・第14条の3の2第3項 許可取消しに係る未処理産業廃棄物の処理困難 

   通知 

   (第14条の6準用 許可取消しに係る未処理特別管理産業廃棄物の処理困 

   難通知） 

  ・第14条の4第13項 特別管理産業廃棄物の処理困難時の通知 

  ・第14条の5第4項 事業廃止に係る未処理特別管理産業廃棄物の処理困 

   難通知 

停止３０日 

 

 

 (5) 処理困難通知保存義務違反 

  ・第14条第14項 産業廃棄物の処理困難時の通知の保存義務 

  ・第 14 条の 2 第 5 項 事業廃止に係る未処理産業廃棄物の処理困難通知の

保存義務 

   (第14条の3の2第4項準用 許可取消しに係る未処理産業廃棄物の処理 

   困難通知の保存義務） 

   (第14条の6準用 許可取消しに係る未処理特別管理産業廃棄物の処理困 

   難通知の保存義務） 

   (第14条の5第5項準用 事業廃止に係る未処理特別管理産業廃棄物の処 

   理困難通知の保存義務） 

  ・第14条の4第14項 特別管理産業廃棄物の処理困難時の通知の保存義務 

停止３０日 

 (6) 土地形質変更届出義務違反・虚偽届出 

  ・第15条の19第1項 指定区域内の土地形質変更届出義務 

停止３０日 

 

 (7) 事故時応急措置命令違反 

  ・第21条の2第2項 特定処理施設設置者への事故時の応急措置命令 

応急措置に必要

な期間の停止 

８ 第３０条に該当する行為 

 (1) 帳簿備付け違反・記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反 

  ・第 7 条第 15 項 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者の帳簿の備付け、記

載義務・虚偽記載 

   (第12条第 13項・第 12条の2第 14項・第 14条第 17項・第 14条の 4第

18 項準用 排出事業者・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業

者・処分業者等） 

  ・第7条第16項 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者の帳簿の保存義務 

   (第12条第 13項・第 12条の2第 14項・第 14条第 17項・第 14条の 4第

18 項準用 排出事業者・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業

者・処分業者等） 

停止３０日 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (2) 業廃止・変更届出・施設変更届出・施設相続届出義務違反、虚偽届出 

  ・第 7条の 2第 3項 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者の廃止・変更届出

義務 

   （第14条の 2第 3項・第 14条の 5第 3項準用 産業廃棄物又は特別管理

産業廃棄物収集運搬業者・処分業者の廃止・変更届出義務） 

  ・第9条第3項 一般廃棄物処理施設の軽微変更等届出義務 

   (第15条の2の6第3項準用 産業廃棄物処理施設） 

  ・第9条第4項 一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了の届出義務 

   (第15条の2の6第3項準用 産業廃棄物最終処分場） 

  ・第9条の7第2項 一般廃棄物処理施設の相続届出義務 

   (第15条の4準用 産業廃棄物処理施設） 

停止３０日 

 (3) 定期検査拒否・妨害・忌避 

  ・第8条の2の2第1項 一般廃棄物処理施設の定期検査受検義務 

  ・第15条の2の2第1項 産業廃棄物処理施設の定期検査受検義務 

停止３０日 

 (4) 維持管理事項記録義務違反・虚偽記載・備置き義務違反 

  ・第8条の4 一般廃棄物処理施設の維持管理記録・虚偽記載・備置き義務 

   (第 9条の 10第 8項・第 15条の 2の 4・第 15条の 4の 4第 3項準用 産

業廃棄物処理施設・無害化処理認定施設） 

停止３０日 

 

 

 (5) 処理責任者等設置義務違反 

  ・第 12 条第 8 項 自己処理に係る産業廃棄物処理施設の処理責任者設置義

務 

  ・第 12 条の 2 第 8 項 特別管理産業廃棄物排出事業者の管理責任者設置義

務 

停止３０日 

 (6) 有害使用済機器の保管又は処分の届出義務違反・虚偽報告 

  ・第17条の2第1項 有害使用済機器保管等業者の届出義務・虚偽の届出 

停止３０日 

 (7) 報告拒否・虚偽報告 

  ・第18条第1項 報告の徴収応諾義務・虚偽の報告 

   (第17条の2第3項準用 有害使用済機器保管等業者の徴収応諾義務・虚 

   偽の報告） 

停止３０日 

 (8) 立入検査拒否・妨害・忌避 

  ・第19条第1項 廃棄物等に係る立入検査・収去応諾義務 

   (第17条の2第3項準用 有害使用済機器に係る立入検査・収去応諾義  

   務） 

停止３０日 

 (9) 技術管理者設置義務違反 

  ・第 21 条第 1 項 一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設の技術管理者

設置義務 

停止３０日 

９ その他 

   許可条件違反   

  ・第14条の3第3号 産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可に係る生活環 

   境保全上の条件違反  

   (第14条の2第2項準用 産業廃棄物収集運搬業・処分業の事業範囲の変 

停止３０日 

 

 

 



 

 

   更許可に係る生活環境保全上の条件違反） 

  ・第15条の2の7第4号 産業廃棄物処理施設の設置許可に係る生活環境 

   保全上の条件違反  

   (第15条の2の6第2項準用 産業廃棄物処理施設の変更許可に係る生活 

   環境保全上の条件違反） 

停止３０日 

 


